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消費税インボイス制度への対応②
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はじめに
　いよいよ今年の10月から導入が開始されるインボ
イス制度について、新たに消費税の課税事業者となる
場合の軽減措置等について見直しが行われました。
　今回は、インボイス制度の導入に関し、見直しが行
われた点及び負担軽減措置として新たに創設された
措置等について説明します。

１．登録申請期限の見直し
　インボイスが発行できる「適格請求書発行事業者」
となるためには、税務署に対し、登録申請を行う必要
があります。
　この申請期限について、インボイス制度の導入初
日から「適格請求書発行事業者」となるためには、当初
は令和5年3月31日までに申請を行う必要がありま
したが、9月30日までに申請が行われたものについて
も、10月1日に登録を受けることができるようになり
ました。

２．「2割特例」の創設
⑴概要
　「2割特例」とは、インボイス制度の導入を機に免税
事業者から課税事業者となる者は、その課税期間の
消費税納付税額を、売上に係る消費税額の2割とする
ことができる特例措置です。
　この特例措置の適用を受けるためには事前の届出は
必要なく、消費税の確定申告書に「2割特例」の適用を受
ける旨を付記することで適用を受けることができます。
　また、「簡易課税制度」（※）のような継続適用要件はな
いため、消費税の申告の都度、この特例措置を受ける
かどうかを選択することが可能です。

⑵「2割特例」の事例

　「簡易課税制度」を適用した場合の第3種事業から
第6種事業のいずれかであれば、特殊な事情が無い
限り、「2割特例」の方が消費税額は少なくなります。
　逆に、本則課税の方が有利な場合又は第1種事業
の場合には、「2割特例」の方が消費税額が大きくなる
可能性があります。
⑶注意事項
①「2割特例」を受けられない主なケース

（※）「一定の期間」の目安
　   ・ｅ－Ｔａｘでの提出 …約3 週間
　   ・書面での提出 …約2 ヶ月

注意！
申請を行ってから登録通知が届くまでに一定の期間（※）を要すること
になります。通知が届くまではインボイスの発行ができないため、通
知後に改めてインボイスを発行しなおすなどの対応が必要となりま
すので、登録申請は早めに行うことをお勧めします。

（※）消費税の計算方法
①「本則課税方式」　
　消費税の計算は、原則として、売上等で預かった消費税から、仕入や経
費等で支払った消費税（仕入控除税額）を控除した差額を納付することと
なっています。

②「簡易課税制度」
　これに対して「簡易課税制度」では、売上の事業区分に応じて定められた
「みなし仕入率」により「仕入控除税額」を算出して納付税額を計算します。

　「簡易課税制度」は、基準期間（個人事業者は前々年、法人は前々事業年
度）における課税売上高が5,000万円以下であることが要件となっており
ます。その適用を受けるためには、適用を受ける事業年度が始まる前の事
業年度末までに、「消費税簡易課税制度選択適用届出書」を提出すること
（税務署に到着していること）が必要です。
　また、「簡易課税制度」を選択した場合には、２年間継続して適用しなけ
ればその適用をやめることはできません。 

消費税納付税額　＝　売上に対する消費税額　－　仕入控除税額

 仕入控除税額 　＝　売上に対する消費税額　×　みなし仕入率

みなし
仕入率
90％
80％
70％

　　 事業区分

第1種事業（卸売業）
第2種事業（小売業）
第3種事業（製造業）

みなし
仕入率
60％
50％
40％

　　 　 事業区分

第4種事業（その他の事業）
第5種事業（サービス業）
第6種事業（不動産業）

課税売上が990万円、課税仕入れが440万円の場合の消費税額計算 
【消費税計算】

本則課税
90万円
40万円
50万円

税込金額
①課税売上　　990万円
②課税仕入れ　440万円
③納付税額（①－②）　　 （90万円×20％）

2割特例
90万円

18万円

納付税額を売上の消費税額の2割とする特例措置

・インボイス発行事業者の登録を受けていない
・資本金1,000万円以上の新設法人
・課税期間を1ヶ月又は3ヶ月に短縮する特例を受ける（受けている）
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　この「2割特例」は、免税事業者がインボイス発行事
業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
が適用を受けることができます。このため、インボイ
ス発行事業者の登録を受けていない場合には、適用
対象外となります。
　また、資本金1,000万円以上の新設法人は、基準年
度の売上が1,000万円以下である場合の納税義務の
免除は受けられないため、「2割特例」から除外されます。

②「2割特例」が適用できる要件

　基準年度（個人事業者は前々年、法人は前々事業年度）
の課税売上が1,000万円を超えた場合には、この「2割特
例」は適用できません。

　「2割特例」が適用できる期間としては、個人事業者は最
大3年3か月分、法人の場合には4事業年度において可能
となります。
＜個人事業者の場合＞

３．事務負担の軽減措置
⑴「一定規模以下の事業者に対する軽減措置（少
額特例）」

　支払対価の金額が１万円未満の課税仕入れについ
て、インボイスが無くても、一定の事項が記載された
帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる経過措置が
講じられました。

⑵「少額な返還インボイスについての交付義務免除」
　課税売上に係る対価の返還等（返品、 振込手数料
負担分などの値引き等）を行った場合、当初は「適格
返還請求書（返還インボイス）」の発行が義務付けら
れていましたが、その対価の返還等に係る税込金額が
１万円未満である場合には、適格返還請求書の交付
義務が免除されます。

　「少額特例」のような売上規模での要件はありませ
ん。税込1万円未満であれば、すべての事業者で返還
インボイスの交付が免除されます。

⑶帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場
合（現行の措置）

　請求書・領収証等のインボイスの交付を受けること
が困難である等により、次の取引については、一定の
事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認
められます。

まとめ
　インボイス制度は、導入後において、インボイス（適
格請求書）の保存、インボイスが要件を満たしている
かどうかの確認と、それに伴った会計処理（消費税の
区分）等が必要となります。特に、インボイス制度の導
入を機に消費税の課税事業者となる者・法人は、必要
かつ避けられない事務作業が急に増えることになり
ます。
　ただ、一つ一つの処理を確実に、適正に行っていく
ことでインボイス制度に対応することができますので、
登録申請を行うかどうかを含め、早めに検討・対策を
行うことをお勧めします。

適用期間

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各
課税期間
（この適用期間に各課税期間のうちの1日でも入っていれば、
その課税期間について適用可能です。）

要　件

①適用対象期間
・個人事業者は、令和5年10～12月の申告から令和8年分の申告まで
の4回分の申告において適用が可能。

②留意点
・ただし、2年前の課税売上高が1千万を超える課税期間（年）がある場
合、その課税期間は、適用対象外。

R5.1
① ② ③ ④
R6.1 R7.1

特例適用可

R8.1 R9.1 R10.1
R5.10
登録

R5.1
① ② ③ 特例適用不可
R6.1 R7.1

令和6年（基準期間） 令和8年の申告

（1,000万超）（1,000万以下）

R8.1 R9.1 R10.1
R5.10
登録

（財務省「インボイス制度の負担軽減措置（案）のよくある質問とその回答」より抜粋）

注意！
・ 対象となる取引は「税込1万円未満」の課税仕入れです。
・ １商品ごとの判定ではなく、1回の取引の合計額での判定となります。
・ 令和１１年９月末までの期間が対象です。令和１１年１０月１日以降はこの
「少額特例」の適用はありません。

対象者
対象期間

すべての事業者
令和5年１０月1日以後、恒久的に

①
適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関（鉄道、バス
など）の運賃
※特急料金、定期券など、領収証が発行されるものは除かれます。

② 適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除く）が記載されている入場券等
が使用の際に回収される取引

③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物（古物営業
を営む者の棚卸資産に該当するものに限る）の購入

④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物（質屋を営む者
の棚卸資産に該当するものに限る）の取得

⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物（宅
地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る）の購入

⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品（購入者の棚
卸資産に該当するものに限る）の購入

⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サー
ビス機からの商品等の購入

⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨
物サービス（郵便ポストに差し出されたものに限る）

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等（出張旅費、宿泊費、
日当及び通勤手当）

「2割特例」の適用対象期間と留意点

（※）特定期間とは
・個人事業者 ・・・ 前年の1月～6月までの期間
・法人 ・・・・・・前事業年度の開始の日以後6月の期間
　なお、消費税の課税事業者の判定においては、この「特定期間」
における課税売上高が1,000万円以下かどうかについて、課税売上
高に代えて給与支払額の合計額で判定を行うことができますが、この
「少額特例」における対象者の5,000万円の判定では、課税売上
高に代えて給与支払額の合計額の判定に拠ることはできません。

対象期間

対象者
基準期間における課税売上高が1億円以下
　又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の事業者
特定期間（※）における課税売上高が5,000万円以下
令和5年１０月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れ


